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住宅用火災警報器の設置促進広報の実施について 

 

１ 目 的 

  住宅用火災警報器が設置義務化され、平成２２年６月１日で満１年を迎えるにあたり、当

署管内の大型物販店舗で設置促進の啓発活動を実施する。 

 

２ 日 時  

 平成２２年５月３１日（月） １５時００分より約２時間 （雨天実施） 

 

３ 場 所 

 奈良市南京終町一丁目１２８－１ イオンスーパーセンター 大安寺店 

 

４ 実 施 者 

 中央消防署    署長以下６名  

 

５ 啓発活動内容  

 啓発ちらし・ティッシュペーパー等の配布 

 

６ 問 合 せ 

 中央消防署   電話 ０７４２－２２－７０５１・７０５２ 


